
                                                                                                                              （別紙４） 
 

年調ファイルチェックリスト 

作成日 令和2年12月8日 
1 ﾍﾟｰｼﾞ 

所属： ３××××× ○○○○ 
 

職員番号 氏 名 チェック項目 収入額 変更前 変更後 備考 

×××××× ○○ ○○ 税コード 3,444,555   乙欄 

×××××× ○○ ○○ 寡婦の要件（所得） 7,759,746 寡婦  扶養者数(16歳未満含)0人 

×××××× ○○ ○○ ひとり親の要件（子） 6,755,446 ひとり親  扶養者数(16歳未満含)0人 

×××××× ○○ ○○ ひとり親の要件（所得） 7,755,669 ひとり親  扶養する子 2人 

×××××× ○○ ○○ 配偶者控除等要件（所得） 16,474,778 申告有 所得額200,000円 申告無 所得額0円  

×××××× ○○ ○○ 所得金額調整控除 8,358,557 所得金額調整控除   



修正方法  
 チェック項目 出  力  内  容 確  認  ポ  イ  ン  ト システム対応  

  税コード    税表コードが「１（甲欄）」
ではない職員 

   税表コードが誤っていないか。 なし 

（必要があれば再年調
 で修正入力してくだ
 さい） 

  寡婦、ひとり親の要件  （旧制度を含む）寡婦（特
別の寡婦）、寡夫、ひとり
親控除を受けているが、収
入条件または扶養親族の
有無の条件（右表参照）を
満たしていない職員 

 

※赤字は令和2年のみ 

対象項目 

エラー条件 控除(ｼｽﾃ

ﾑで変更

される内

容) 
扶養親族 給与収入額 

【旧制度】寡婦のみ － 6,777,778超 － 

【旧制度】寡夫のみ 
子無し 6,777,778以下 ひとり親 

－ 6,777,778超 － 

【旧制度】特別寡婦のみ 
子無し 6,777,778以下 寡婦 

－ 6,777,778超 － 

寡婦 － 6,777,778超 － 

ひとり親 
－ 6,777,778超 － 

子無し 6,777,778以下 － 
 

「変更後」の内容にシ 
ステムで自動修正し 
て年調処理していま 
す 

   配偶者控除等要件 
   
配偶者控除等を受けてい
るが、収入金額が12,200,0
00円（所得10,000,000円）
を超えている職員 

   
収入金額が12,200,000円（所得10,000,000円）を超える場合は、
配偶者控除等を受けることができない。 

「変更後」の内容にシ 
ステムで自動修正し 
て年調処理していま 
す 

 

  所得金額調整控除 
 
所得金額調整控除要件の設

定があるが、給与収入額が

850万円以下の職員 

 
 給与収入が 850万円以下である場合は、所得金額調整控除を 

受けることができない。 

「変更後」の内容にシ 
ステムで自動修正し 
て年調処理していま 
す 

 

 
 


